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第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会第４回広報・県民運動専門委員会 次第 

 

      日 時：令和４年１月 26 日（水）13：30～15：00 

        オンライン会議 

                      （主会場：長野県スポーツ会館 二階会議室） 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 報告事項 

 (1)  広報・県民運動専門委員会委員の変更について 

(2)  準備委員会における決定事項について 

                      

４ 審議事項 

(1)  第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

   県民運動基本方針(案) 

(2)  第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

   県民運動基本計画(案) 

(3)  第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

   愛称・スローガン最優秀作品及び優秀作品（案） 

 

 

５ 閉 会 



報告事項



（委員は順不同、敬称略）

職　名 新任者 旧任者 所属・役職等

委　員 関根　保夫 有吉　寛郎 日本放送協会長野放送局　放送部長

〃 窪田　勝　 長岡　克彦 信越放送株式会社　情報センター長

〃 清水　敬久 石川　幸夫 株式会社朝日新聞社長野総局　総局長

〃 渡辺　理雄 佐藤　淳 株式会社読売新聞社長野支局　支局長

〃 田畑　皆彦 石川　浩 株式会社中日新聞社長野支局　支局長

〃 樋口　卓也 岩下　浩明 株式会社時事通信社長野支局　支局長

〃 新芝　正秀 都筑　伸一 長野県農業協同組合中央会　総務部長

〃 畔上　敏春 須藤　彰人 小布施町企画財政課　課長

広報・県民運動専門委員会委員の変更について

報告事項１



 

準備委員会における決定事項について 

 

会議・開催日 決定事項 
所掌専門委員会 

総務 競技 広報 

第６回常任委員会 

令和３年６月３日 

オンライン会議 

第 82回国民スポーツ大会 競技会場地市町村 

第５次選定 
〇   

第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者 

スポーツ大会開催基本構想の策定について 
〇   

第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者 

スポーツ大会愛称・スローガンの制定について 
  〇 

第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者 

スポーツ大会審判員・要資格運営員養成計画の 

改正について 

 〇  

第５回総会 

令和３年６月３日 

オンライン会議 

令和２年度事業報告・収支決算 
   

令和３年度事業計画・収支予算   
   

令和３年度暫定収支予算（会長専決処分） 
   

 

報告事項２ 



審議事項  



 

 

審議事項１ 

第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本方針（案） 

 

１ 目的 

第 82回国民スポーツ大会及び第 27回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」とい

う。）の県民運動は、多くの県民が、大会を通して人や地域、スポーツとつながると

ともに、来県者を温かいおもてなしの心で迎える大会の実現を目指して展開します。 

また、大会の開催を契機に、より多くの県民がスポーツを日常に取り入れること、

本県の魅力発信及び活力あふれる地域づくりに寄与するとともに、大会終了後も、そ

の成果が継承されることを目的とします。 

 

２ 目標 

(1) 大会でつながる 

多くの県民が、子どもからシニアまで世代を超えて、大会やイベント、ボランテ

ィア活動に参加するなど大会を盛り上げ、地域の活性化につながる取組とします。 

(2) スポーツでつながる 

多くの県民が、「する」「みる」「ささえる」や「知る」など様々な形でスポーツに

関わり、多様性を尊重する共生社会づくりや健康長寿世界一の信州につながる取組

とします。 

(3) おもてなしでつながる 

多くの県民が、来県者を温かいおもてなしの心で迎え、長野県のファン獲得につ

ながる取組とします。 

(4) 信州でつながる 

多くの県民が、来県者との交流を通じて、長野県の誇れる魅力を改めて認識・発

見するとともに県内外へ発信し、元気な長野県の推進につながる取組とします。 

 

３ 県民運動の進め方 

(1) 県民運動は、県民一人ひとりの様々な活動への自発的な参加を基本として推進し

ます。 

(2) 県準備（実行）委員会は、県民運動の全県的な推進のための計画を定め、普及・

啓発活動を行うとともに、市町村や各種団体等と連携を図り、全県的な運動を展開

します。 

(3) 市町村準備（実行）委員会は、県民運動の普及・啓発活動を行うとともに、地域

住民や各種団体等と協力して、地域の特性に応じた活動を推進します。 

(4) 関係機関・団体、学校、企業、ＮＰＯ、ボランティア団体等は、県や市町村と連

携を図りながら、それぞれの特色を活かした活動を行います。 



第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 

県民運動基本計画（案） 

 

 

 第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会県民運動基本方針に基づ

き、次の具体的取組により、開催に向けた全県的な県民運動を推進します。 

 取組にあたっては、2050 ゼロカーボン実現に向けて環境に配慮するとともに、デジ

タル技術を最大限活用するものとします。 

 

１ 具体的取組（主な想定例） 

(1) 大会でつながる 

・ 総合開・閉会式等の式典の運営や出演、炬火イベント等への参加 

・ 競技会の観戦や県内外選手の応援 

・ ボランティア活動への参加 

・ 募金や企業協賛による協力  など 

 

(2) スポーツでつながる 

・ デモンストレーションスポーツやオープン競技への参加 

・ 地域のスポーツイベントや開催競技の体験教室への参加 

・ ライフステージに応じた運動やレクリエーションなどスポーツ活動の実践 

・ プロスポーツをはじめとした各種スポーツの観戦や応援  など 

 

(3) おもてなしでつながる 

・ 笑顔で元気なあいさつ、親切・丁寧な応対 

・ きれいな街づくりによる来県者の歓迎 

・ のぼりや案内看板などによる来県者の歓迎 

・ 郷土料理やご当地グルメ、特産品でのおもてなし  など 

 

(4) 信州でつながる 

・ 豊かな自然や歴史、文化、芸術などの長野県の多彩な魅力を紹介 

・ 地域資源を活かしたスポーツやアクティビティの紹介 

・ 健康長寿や自然の中で遊ぶ喜びなどの長野県の魅力を発信 

・ 郷土料理やご当地グルメ、地域の食材、特産品、地域ブランドの積極的なＰＲ 

など 

 

 

審議事項２ 



２ 推進スケジュール（予定） 

 

年度 事業内容 

令和３年度 

（2021年度） 
７年前 

〇県民運動基本方針の策定 

〇県民運動基本計画の策定 

令和４年度 

（2022年度） 
６年前 〇県民運動アクションプログラム（仮称）の検討・調整 

令和５年度 

（2023年度） 
５年前 〇県民運動アクションプログラム（仮称）の策定 

令和６年度 

（2024年度） 
４年前 〇県民運動の推進開始 

令和７年度 

（2025年度） 
３年前 〇募金・企業協賛の開始 

令和８年度 

（2026年度） 
２年前 〇大会運営ボランティアの募集・養成開始 

令和９年度 

（2027年度） 
１年前 〇リハーサル大会・冬季大会での実践活動 

令和 10年度 

（2028年度） 
開催年 〇本大会・全障スポでの実践活動 

 

県
民
運
動
基
本
方
針
・ 

基
本
計
画
に
基
づ
く
推
進 



第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会 
県民運動基本方針及び県民運動基本計画について 

 

１ 概要 

 第 82回国民スポーツ大会及び第 27回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」と

いう。）の開催に向けた県民運動の基本的な方針及び計画を定める。 

(1) 基本方針 

県民運動の目的、目標及び進め方を定めるもの。 

(2) 基本計画 

   基本方針の目標ごとに想定される具体的取組例及び大会開催までの推進スケ 

ジュールを定めるもの。 

 

２ 策定の経過及び今後の予定 

年月（令和） 会 議 等 内 容 

元年度 １月 
第１回県民運動推進戦略部

会 
県民運動について意見交換 

３年度 

11月 
県民運動推進戦略部会意見

照会（書面） 

県民運動基本方針（案）・基

本計画（案） 

11月 
市町村・競技団体意見照会

（書面） 

県民運動基本方針（案）・基

本計画（案） 

１月 
第４回広報・県民運動専門委

員会 

県民運動基本方針（案）・基

本計画（案）の審議 

２月 第７回常任委員会 
県民運動基本方針・基本計画

の決定 

４年度  県民運動推進戦略部会等 
県民運動アクションプログ

ラム（仮称）の検討・調整 

５年度 開催内定 県民運動推進戦略部会等 
県民運動アクションプログ

ラム（仮称）の策定 

６年度  
 

７年度 開催決定  

８年度   

９年度 
リハ大会 

冬季大会 
 

10年度 
本大会 

全障スポ 
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審議事項１・２ 参考 



参考資料 



第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会 

長野県準備委員会会議公開規程 

（趣旨） 

第１ この規程は、第 82回国民スポーツ大会・第 27回全国障害者スポーツ大会長野県準備

委員会（以下「準備委員会」という。）の会議の公開について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（会議の公開・非公開の取扱） 

第２ 準備委員会の会議は、原則として公開するものとする。 

２ 次のいずれかの場合にあっては、会長又は委員長がその会議に諮って非公開とすること

ができる。     

(1) 長野県情報公開条例第７条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項に準じる事    

項を審議する場合 

 (2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障が生じるおそれがあると認め

られる場合 

（補則） 

第３ 本規程に定めのない事項は、会長又は委員長が別に定めるものとする。 

 

附則 

 この規程は、平成 30年２月 28日から施行する。 

この規程は、令和２年 12月 18日から施行する。 


